
床頭台等仕様書 

 

設置期間 

令和６年３月１日から13ヶ月とし、許可条件及び提案内容と相違が無く、継続的な

許可を与えることができると認められる場合は、単年度ごとの更新申請を条件として、

令和13年３月31日まで延長できるものとする。 

設置物件 

床頭台（テレビ・冷蔵庫付） 

【有料】196台（3東57、3西40、4東55、4西44台）※現状想定病床数 

ほかテレビ 

【無料】化学療法室 ６台（テレビ５台、移動型１台） 

【無料】透析室   11台（ベッド固定アーム型10台、移動型１台） 

【無料】院内テレビ 26台 

ランドリー 

【有料】洗濯機及び乾燥機 ６セット（1西2台、3東3西4東4西各1台） 

常駐スタッフは要しない。故障時の入れ替え用として、必要台数を別に用意すること。 

 

床頭台テレビ・ランドリー利用料金 

  現行のテレビカード方式から、日額料金方式へ移行する。日額利用料金は、近隣病院

と同程度を想定するが、プロポーザルによる利用料金の提案を踏まえ最終決定する。日

額利用料金の徴収は、当院入院セット運営事業者等と連携して行うことを想定する。な

お、徴収代行手数料は提案の際の想定利用料金に含まない。 

  ランドリー利用料金は、100円単位のコイン式とし、適正な価格設定とすること。 

 

設置物件に関する要求基準 

床頭台 

1. 外形寸法は、W500㎜×D530㎜×H1,600㎜程度以内（突起物・キャスターを含まない）。 

2. スライドテーブル、引き出し1 段以上、タオル掛け、ACコンセント、足元灯が装備さ

れていること。 

3. 主材質は木製で、色合いについては患者が使用するものとして配慮されていること。 

4. 形状、機能、安全性、抗菌性及び耐久性が十分に考慮されたものであること。 

5. 安全性を考慮した、角張らず丸みを持たせた加工が施され、突起物による引っ掛かり

を抑制する処理がされていること。 

6. 床頭台下部に小型冷蔵庫がセットできる構造となっていること。 

7. テレビの設置は、アームによる固定取付けとし、上下左右に調整可能であること。 

8. 床頭台上面の端や隙間は、水分の侵入防止やカード等の小物の落下防止のため、コー

キング等で埋めるなどの加工が施されていること。 

9. 次亜塩素酸ナトリウムを含む溶剤などを使用した清拭にも耐えうる加工が施されてい

ること。 

10. 床頭台上部には扉付き収納棚が設置されていること。また、扉前面・扉ウラ面・外側



左右の壁面に、マグネット貼付け対応を可能とすること。 

11. スライドテーブルはストッパー付きで、床頭台内部に物が落ちないよう、隙間を無く

す工夫が施されていること。 

12. 引き出しは１段以上有し、床頭台内部に物が落ちないよう、隙間を無くす工夫が施さ

れていること。また、１段が、施錠できる構造であること。（１段の場合はその１段） 

13. タオル掛けは収納式で左右両側面に設置されていること。 

14. AC100Vのコンセント差し込み口を前面に有すること。 

15. 足元灯は人感センサー式であること。 

16. キャスターは一度の操作で一括ロック又は解除できる機能を有し、ロックの状態が目

視で確認できること。また、安全かつ静粛に移動できるものであること。 

17. 患者が手をつくなど体重を掛けた場合に備え、転倒防止の対策が施されていること。 

18. 電源ケーブルやテレビアンテナ線はベッドの両サイドへの移動が可能な長さとするこ

と。また、移動時に支障がないよう、ケーブル類の収納に配慮した構造であること。 

19. ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物について十分な対策が施されていること。 

20. ユニバーサルデザインへの配慮がなされ、デザイン性や機能性に優れていること。 

21. 杖ホルダー、フックの設置については、契約時に設置要望があれば可能な限り対応す

ること。 

22. テレビ利用の申込みをしていない場合、カギ等により使用を制限できる構造とするこ

と。また、その場合においてもACコンセントは使用可能とすること。 

23. テレビ使用状況（ON/OFF）が目視にて確認できること。 

＜提案＞ 

上記以外の有益な提案があれば、提案書にて具体的な設備・機能を提案すること。 

 

床頭台テレビ 

1. 19型以上の薄型液晶テレビで、地上波・BSデジタル放送の受信が可能であること。 

2. アームによる固定取付けとし、上下左右に角度調整が可能であること。 

3. ワイヤレスリモコンを備え、他のテレビとの干渉防止対策が講じられていること。 

4. ワイヤレスリモコンの操作ボタンは、文字、ボタンとも大きく操作がし易いと判断さ

れること。 

5. 空きチャンネルを利用した案内動画や病院が作成した啓発動画等が視聴できること。 

6. 動画の差替えが適宜行えること。 

※5.～6.の機能については、病院の意見を十分に取り入れたうえで事業者の費用負担によ

り入院案内に係るデータ作成、編集を行うこと。また、内容に変更が生じた場合は、そ

の都度、事業者の費用負担により作成、編集を行うこと。（変更は年１回程度とする。） 

7. 有線タイプの汎用イヤホンが使用できること。ジャックはテレビ正面又は患者の分か

りやすい箇所に有し、イヤホンジャックを抜いても音が漏れないこと。 

8. 修理サービス体制が整った製品とし、すべて同一メーカーで統一すること。 

＜提案例＞ 

ワイヤレス（Bluetooth 方式）のイヤホン、ヘッドホンが使用できること。 

多言語放送（多国語対応）が視聴できること。ポルトガル語、英語、中国語。 



上記以外の有益な提案があれば、提案書にて具体的な設備・機能を提案すること。 

 

小型冷蔵庫 

1. 容量 20 リットル程度の冷蔵庫であること。 

2. 床頭台下部にセットできる引き出し式であること。 

3. 静音（20dB 以下）、低振動設計で、ぺルチェ方式であること。 

4. 閉め忘れ防止のオートクロージング機能を有すること。 

5. 消費電力が少ない省エネに優れているものであること。 

6. 稼働状況がランプ等の目視で確認できること。 

7. テレビ利用の申込みをした方のみが、制限なく使用ができること。また、使用しない

場合は電源をoffにできる等、冷蔵庫のみのスイッチを有すること。 

8. 修理サービス体制が整った製品とし、すべて同一メーカーで統一すること。 

＜提案＞ 

上記以外の有益な提案があれば、提案書にて具体的な設備・機能を提案すること。 

 

施錠式引き出し 

1. 引き出し１段が、施錠できる構造であること。 

2. 長財布が収納できる大きさ以上であること。 

3. 鍵（シリンダーキー、カードキー、デジタルキー、キーレスタイプの施錠など）を有

し、他の引き出しの開錠及び施錠ができない対策を施していること。 

4. 患者が鍵を紛失した場合はマスターキーで開錠できること。 

5. 鍵を紛失、破損した場合は、鍵又はシリンダー等の交換が可能なものであること。交

換費用は事業者負担とすること。 

6. 鍵の端部が床頭台前面よりも飛び出さないような構造とすること。 

＜提案＞ 

上記以外の有益な提案があれば、提案書にて具体的な設備・機能を提案すること。 

 

ほかテレビ 

化学療法室テレビ（テレビのみ） 

1. 既設の回転式テレビ台に取り付けすること。 

2. 他の仕様については、床頭台テレビ（2及び5,6を除く）と同一とすること。 

 

透析室テレビ（ベッド固定アーム型） 

1. 13型以上の薄型液晶テレビで、地上波デジタル放送の受信が可能であること。 

2. アームによりベッドに固定できること、また、位置や角度が容易に調節できること。 

3. 有線タイプの汎用イヤホンが使用できること。 

4. 修理サービス体制が整った製品とし、すべて同一メーカーで統一すること。 

 

移動型テレビ 

1. 13型以上の薄型液晶テレビで、地上波デジタル放送の受信が可能であること。 



2. キャスター付きの架台に固定され、移動が容易であること。 

3. 有線タイプの汎用イヤホンが使用できること。 

 

院内テレビ 

1. 19型以上の薄型液晶テレビで、地上波・BSデジタル放送の受信が可能であること。 

2. 指定された場所へ設置すること。 

 

ランドリー 

1. 全自動洗濯機とその上部に乾燥機を備えること。 

2. 既設ドレンパン（内寸W600×D760）に設置できること。 

3. 地震等に備え転倒防止対策を施すこと。 

4. 操作方法や利用料金について、わかりやすい表現で、見やすい場所に表示すること。 

5. 100円単位のコイン式とし、定期的に料金回収及び機器清掃を行うこと。 

6. 修理サービス体制が整った製品とし、すべて同一メーカーで統一すること。 

 

 

必要経費等の負担区分 

項 目 
負担区分 

病院 事業者 第３者委託  

床頭台等の導入設置及び設置期間終了時の撤去費用  ●  

利用申込書に関する説明及び回収、利用状況の確認 ●   

利用申込者のテレビ視聴制限解除手続き ●   

設置したテレビのNHK放送受信契約及び放送受信料  ●  

傷害保険、賠償保険、動産総合保険等に関する費用  ●  

床頭台の日常清掃、不具合の床頭台交換手続き ●   

交換部品対応による軽微な修繕 ●   

点検メンテナンス・消耗品、故障した機器の交換・修繕  ●  

患者又は病院職員の故意または過失による修理 
患者本人

又は病院 
  

通常使用による患者又は病院職員が与えた損害の修理  ●  

床頭台利用料の請求及び収納   ● 

床頭台利用料に関する問合せ ● ●  

ランドリー利用料の回収・槽内の定期清掃  ●  

施錠式引き出しの鍵を紛失した際の交換作業 ●   

施錠式引き出しの鍵を紛失した際の交換部品供給  ●  

    

 


